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本日の御報告

⚫ 昨日、長期脱炭素電源オークションの第1回入札において落札した案件の脱炭素化ロードマップが、
広域機関のホームページで公表された。

⚫ 本日は、公表された脱炭素化ロードマップをご報告させていただく。

長期脱炭素電源オークションガイドライン（策定 2023年7月11日、資源エネルギー庁）

5. カーボンニュートラルとの整合性
 （１）アンモニア混焼・水素混焼・LNG 火力・バイオマスの案件に対する 2050 年の脱炭素化に向けた誘導措置
本制度で導入されるアンモニア混焼・水素混焼・LNG 火力の案件50及び既設の火力電源をバイオマス専焼にする
ための改修案件については、2050 年カーボンニュートラル実現のために、以下の「誘導措置」を通じて、脱炭素化に
向けた取組を求めていく。 

② 脱炭素化ロードマップの作成
アンモニア混焼・水素混焼・LNG 火力の案件及び既設の火力電源をバイオマス専焼にするための改修案件の応札
事業者に対し、応札時に、対象電源の2050 年に向けた脱炭素化へのロードマップ（以下「脱炭素化ロードマップ 」
という。）の提出を求め、資源エネルギー庁においてそれを確認し、約定結果の公表から３か月後を目途に、広域機
関のホームページにおいて約定結果と共に公表する。
その後も、適時の段階において最新版の脱炭素化ロードマップの提出を求め、必要に応じて資源エネルギー庁の審
議会等の場で説明を求める。
その上で、合理的な理由なく脱炭素化に向けた取組を行っていない場合には、重大な違反行為に該当するとして、
広域機関は容量確保契約を解除することができる。 
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広域機関のホームページ https://www.occto.or.jp/market-board/market/jitsujukyukanren/boshuyoukou_long/roadmap.html
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